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募集要項に関する質問 

（平成１５年１０月２９日締め切り） 

整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

１ Ｐ１ 

１－（１） 

募集及び選定のス

ケジュール 

第一次募集要項等の質問回答集ＮＯ．

５４にて、一次提案通過者には参考図

の有償配布が可能であるとのことで

すが、どの時点でどのような方法で行

うのでしょうか？ 

 

11 月 20 日(木)までに担当窓口へ申

し出があれば、有償配布いたしま

す｡ 

２ Ｐ１ 

１－（５） 

イ 

第二次提案書の受

付 

貴市のご担当窓口まで持参するとの

ことですが、当方の誰が持参すればよ

ろしいのでしょうか？代表者のみで

よろしいのか、構成員全員が持参すれ

ばよろしいのでしょうか？ご指示く

ださい。 

 

代表企業の社員が、代表企業の代理

人の受任者使用印鑑が押印された

委任状(様式は問わない)を提出し

てください。 

３ Ｐ２ 

１－（６） 

イ 

提案書のプレゼン

テーション 

プレゼンテーションの詳細について

は別途応募者に通知するとのことで

すが、どのような方法で、誰に通知さ

れるのでしょうか？ 

 

代表企業の代表者に郵送にて通知

します。 

４ Ｐ３ 

オ 

立面図・断面図 立面図、断面図は１枚にまとめてもよ

ろしいでしょうか？ 

 

ご質問のとおりです。 

 

５ Ｐ３ 

オ 

鳥瞰パース 正本１部は額に入れて提出するもの

と思われますが、額の仕様及びサイズ

をお示しください。 

 

額入りは特に求めておりません。図

面と同様にＡ４に折り、各学校の図

面の一番手前に綴じてください。 

６ Ｐ４ 

３－（１） 

提案書 提案書、設計図書は彩色などは自由な

のでしょうか？ 

 

ご質問のとおりです。 

７ Ｐ４ 

３－（１） 

提案書 「左ホッチキス綴じ」とありますが、

２穴あるいは複数穴のファイリング

でもよろしいのでしょうか？ 

 

左ホッチキス綴じとしてください。

８ Ｐ５ 

４ 

埋蔵文化財 「工事中に埋蔵文化財が発見された

場合は、原状を変更することなく市に

連絡し、その指示に従うものとする。」

とありますが、埋蔵文化財の万一の発

見に関し、事業者に生ずる可能性のあ

る費用については、全て市の負担であ

ると考えてよろしいでしょうか。 

 

埋蔵文化財の発見に関わる費用負

担については、特定事業仮契約書

（案）35 条 2 項及び 37 条 1 項に示

すとおりです。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

９ Ｐ５ 

４ 

埋蔵文化財 「ただし、工事中に埋蔵文化財が発見

された場合は、現状を変更することな

く、市に連絡し、その指示に従うもの

とする。」とありますが、この場合の

工期及びコストのリスクは市が負っ

ていただけるとの解釈でよろしいの

でしょうか？ 

また、万一、富田小学校以外の３校に

て工事中に埋蔵文化財が発見された

場合も市への連絡など同様の解釈で

よろしいのでしょうか？ 

 

前段については、回答 8を参照して

ください。 

後段については、ご質問のとおりで

す。 

10 Ｐ５ 

５－（１） 

一時支払金の予定

額 

金融機関からプロジェクトファイナ

ンスを受ける場合、借入額の増減が発

生すると多大な解約、再組成のコスト

がかかります。いつの時点で一次支払

金の額が決定する予定か、明示願いま

す。 

 

一時支払金は、国庫補助金又は起債

対象額の増減にかかわらず、第２次

募集要項に定める予定額を所定の

時期に支払います。国庫補助金又は

起債対象額が増額となった場合、予

定額からの増額分を平成 17 年度末

及び 18 年度末までに支払います。

当該増額の金額は、平成 17 年度・

18 年度事業ともに 6 月～10 月頃に

は確定する予定です。 

 

11 Ｐ５ 

５－（１） 

一時支払金 「国庫補助金又は起債対象額が減額

となった場合には、下記に示す一時支

払金の予定額を減額せずに一時支払

金として支払う。」とありますが、割

賦代金及び銀行からの借入金に対す

るフィー・スプレッド算定の際の重要

なポイントとなりますので、この記載

が確かなものかどうかにつきまして、

再度ご教示ください。 

 

第２次募集要項に記載したとおり

です。 

12 Ｐ５ 

５－（１） 

一時支払金 「国庫補助金又は起債対象額が減額

となった場合には、下記に示す一時支

払金の予定額を減額せずに一時支払

金として支払う。」となっていますが、

これには国庫補助金が全く交付され

なかった場合が含まれることをご確

認ください 

 

「減額」には、国庫補助金が全く交

付されなかった場合が含まれます。
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

13 Ｐ６ 

５－（２） 

ア 

元利償還額の計算

方法 

第１回から第４５回の１１年間の支

払金利が１０年ものスワップレート

で対応するとありますが、期間の整合

性が取れない分は事業者のリスクと

なります。その部分のお考えを御提示

お願いします。 

 

基準金利は、市が支払う割賦金利見

直しの指標値として設定している

ものであり、事業者の資金調達に関

する条件ではありません。 

14 Ｐ６，Ｐ７ 

５－（２） 

ア 

支払金利 埋蔵文化財の発見に伴う調査が必要

となり、事業者が提案した供用開始予

定日が遅延を余儀なくされた場合は、

支払金利の基準日の見直しは行われ

るのでしょうか。 

 

変更いたしません。 

15 Ｐ８ 

５ 

イ 

仮設校舎整備費 提案に仮設校舎整備を含む場合、③の

直接工事費に仮設校舎建設費及びリ

ース料を算入する方法でよろしいで

しょうか。それともリース料について

は⑤の仮設校舎維持管理費に算入す

べきでしょうか。ご教示ください。 

 

③の直接工事費に算入してくださ

い。 

16 Ｐ８ 

５ 

イ 

仮設校舎維持管理

費 

提案に仮設校舎整備を含む場合、⑤の

仮設校舎維持管理内容については、提

案時において各グループでのばらつ

きがあると、今後、建設期間中の維持

管理実施の際に支障を来すこと、又、

内容如何によって提案金額に少なか

らず影響を及ぼすことが考えられま

す。建設期間中の学校運営に対する重

要なポイントであり、提案時に当該内

容の各グループ間の隔たりが発生す

ることは好ましくないと考えますの

で、当該提案内容における市側の具体

的な要求水準をご教示下さい。 

 

要求水準書（資料編）の資料 16 に

示したとおり、改築及び改修施設と

同様の業務範囲としており、要求水

準書に記載の各業務内容を参照し

てください｡ 

 

17 Ｐ８ 

５－（２） 

イ 

建中金利 建中金利の支払金利は、ベースレート

（平成 15 年 12 月 1 日時点）＋上乗せ

金利にしてよろしいでしょうか。 

 

固定した金額を提案して下さい。 

18 Ｐ８ 

５－（２） 

サービス購入料１ 「市は請求日（適正な請求書を市が受

理した日）から４０日以内に事業者に

対してサービス購入料１を支払う」と

ありますが、サービス購入料１は借入

金の返済財源となっており、返済日を

確定するうえで支払日の表現を何日

後と変えることは可能でしょうか。 

 

第２次募集要項に記載のとおりと

します。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

19 Ｐ８ 

５－（２） 

サービス購入料１ 第一次募集要項 別紙１サービス購

入料の支払 1（２）ア、イによります

と、又､10 月 22 日の説明会での説明に

よりますと､サービス購入料１は１～

３月分を５月、４～６月分を８月，７

～９月分を１１，１０～１２月分を２

月にそれぞれの支払を予定されてお

り、各期末から支払までの期間は４０

日を想定されている｡ 

とのことですが、支払までの期間の４

０日分の金利は支払われないという

理解でよろしいでしょうか？ 

もしくは､割賦金利は 5、８、11、２の

各支払は年４回の均等払いであり､す

でに算入済みという理解でしょう

か？ 

 

前段のご質問のとおりです。 

20 Ｐ８ 

５－（２） 

イ 

備品等設置及び更

新 

備品の更新費がサービス購入料１と

なっておりますが募集要項とおりで

よろしいでしょうか。 

 

備品等設置費と訂正します。 

 

21 Ｐ８ 

５－（３） 

サービス購入料２ １０月２２日の説明会において、「⑦

修繕・更新費」は①建築物保守管理業

務費、②建築設備保守管理業務費など

に含まれるため削除する」との説明が

ありましたが、①建築物保守管理業務

費、②建築設備保守管理業務費、③植

栽・外構維持管理業務費、⑥備品等保

守管理業務費の４項目のみに修繕・更

新費は含まれるとの解釈でよろしい

のでしょうか？ 

しかしながら、第２１号様式（差し替

え）から、⑥には修繕・更新費は含ま

れないと読み取ることもできますの

で、ご指示ください。 

 

修繕・更新費は、主に①建築物保守

管理業務費、②建築設備保守管理業

務費、③植栽・外構維持管理業務費、

⑥備品等保守管理業務費に含まれ

ると想定されますが、④安全管理業

務費、⑤清掃・衛生業務費の項目と

して計上する必要があるというこ

とであれば、第 21 様式に費目を追

加し記載してください。 

22 Ｐ８，Ｐ９ 

６ 

サービス購入料の

支払 

サービス購入料１とサービス購入料

２の市の支払日は同一日と考えてよ

ろしいでしょうか。違う場合は、どの

ような支払いかご教示お願いします。

 

サービス購入料2は市のモニタリン

グ手続を経るために、サービス購入

料1とサービス購入料2は別の請求

手続を行ってください。 

23 Ｐ８ 

６－（２） 

サービス購入料１ 学校別に２回の完成確認とあります

が、例えば、南中学校の場合、改築体

育施設１回、改築校舎１回、あわせて

２回の完成確認という解釈でよろし

いのでしょうか？ 

 

ご質問のとおりです。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

24 Ｐ10 

８ 

供用開始予定日 南中学校の第一供用開始予定日が平

成１８年３月３１日が変更となって

おりますが、第１次募集要項Ｐ１７完

成確認期限も当然に変更されるとの

解釈でよろしいのでしょうか？ 

 

ご質問のとおりです。 

 

25 Ｐ11 

９－（１） 

  （２） 

 

 

交差責任担保特約 事業者が付保する第三者賠償責任保

険および施設賠償責任保険の条件と

して「被保険者を SPC、下請業者、市

とし交差責任担保特約を付ける」とあ

りますが、本件の交差特約は以下の①

②③のいずれかご指示ください。 

① SPC が市に与えた損害に対して負

担する賠償責任のみを担保する。

② ①に加えて市がSPCに対して負担

する賠償責任もあわせて担保す

る。 

③ 全ての被保険者間に発生する賠

償責任を担保する。 

 

全ての被保険者間に発生する賠償

責任を担保するものとしてくださ

い。 

 

26 Ｐ11 

９－（１） 

  （２） 

保険契約 保険料のメリットを出すために、4 校

一括で保険契約を行いたいのですが

いかがでしょうか。 

 

事業者提案とします。 

27 Ｐ11 

９－（２） 

保険者及び保険契

約 

特定事業仮契約(案)添付約款第 54 条

2 項に記載の通り、保険契約者は維持

管理業者、被保険者を SPC、下請業者、

市とすることでよろしいでしょうか。

 

工事期間中の第三者賠償責任保険

の被保険者は SPC、建設者、市、維

持管理期間中の施設賠償責任保険

の被保険者は SPC、維持管理者、市

としてください。特定事業仮契約書

（案）別紙 9をこのように訂正する

予定です。 
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様式集に関する質問 
 

整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

１  全般 記載説明事項、備考欄の注釈について

はすべて削除して各様式を作成する

形で宜しいでしょうか。 

 

適宜、応募者が判断し削除を行って

ください。 

２ Ｐ６ 改修 改修に対する提案については、施設整

備提案書中の（意匠）、（空間）、（配置・

動線）、（安全）等に表現するというこ

とでしょうか。 

 

改修施設の設計、建設、維持管理に

関する提案事項は、第 5～21 号様式

のうち該当する様式に表現してく

ださい。 

３ Ｐ11 

11 号様式 

施設設計説明書 

 

必要に応じて仮設校舎計画図などを

添付することは可能でしょうか？ 

 

ご質問のとおりです。 

４ Ｐ12 

 

改修工事 「改修工事」の提案については、第 12

号様式「建設計画説明書」を用いて行

うことでよろしいでしょうか。 

 

ご質問のとおりです。工事に関わる

部分については第 12 号様式にお願

いいたします。 

５ Ｐ12 

12 号様式 

建設計画説明書 必要に応じて施工計画図などを添付

することは可能でしょうか？ 

 

ご質問のとおりです。 

６ Ｐ14 

14 号様式 

 

計画概要 

 

残存施設も含めた、学校内の全ての施

設が記載対象と考えて宜しいでしょ

うか。 

 

第 14 号様式 1.計画概要については

学校内の全ての施設を記載対象と

してください。2.棟別面積表 3.要求

諸室面積表については、改築施設、

改修施設を記載対象としてくださ

い。 

 

７ Ｐ17 

16 号様式 

 

施設整備内訳書 

 

「３．直接工事費」の内訳については、

どの程度の項目まで分類すれば宜し

いでしょうか。 
 

第 16 号様式には「種目別内訳」と

してください。 

・ 改築○○棟建築工事費：一式 

・ 改築○○棟設備工事費：一式 

・ 改修○○棟建築工事費：一式 

・ 改修○○棟設備工事費：一式 

・ 仮設校舎工事費   ：一式 

・ 外構・植栽工事費  ：一式 

建物は棟ごとに「建築・設備」の各

工事費を計上してください。また、

○○棟の表現が図面で確認できる

よう、配置図などに棟名を記載して

ください。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

８ Ｐ17 

16 号様式 

 

不動産取得税 「不動産取得税については非課税扱

いとする。」との記載がありますが、

二次提案時において全グループが非

課税として一連の提案書類に反映さ

せるということでよろしいでしょう

か。３グループの提案ベースの統一の

為、明確化をお願い致します。また、

優先交渉権者決定後、万一課税扱いと

なった場合は、当該金額を落札提案価

格より増額していただけると考えて

よろしいでしょうか。 

 

非課税扱いとして提案してくださ

い。事業者において不動産取得税課

税の回避に必要な措置を採っても、

なお不動産取得税が課税された場

合には市が負担します。 

９ Ｐ17 

16 号様式 

 

施設整備内訳書 

 

第１次募集要項及び今回（第１６号様

式）においても市が「非課税」認識し

ていることが記載されていますが、仮

設校舎においても公租公課は非課税

と理解してよろしいでしょうか。 

 

不動産取得税及び固定資産税・都市

計画税が課税される場合、事業者負

担となります。 

10 Ｐ17,22, 

 23 

16,20,21

号様式 

什器・備品等の修

繕･更新費 

什器・備品等の修繕・更新費は、第２

０号様式・長期修繕計画及び第２１号

様式・維持管理内訳書には記載しない

で、第１６号様式に記載するとの解釈

でよろしいのでしょうか。 

 

什器・備品等の修繕・更新費は、第

２０号様式・長期修繕計画及び第２

１号様式・維持管理内訳書には記載

してください。第 16 号様式の備品

等設置及び更新費を備品等設置費

と修正します。 

 

11 Ｐ18 

 

① 立面図 

② 断面図 

改修校舎について、立面図、断面図は

不要と考えてよろしいでしょうか。あ

るいは平面図、立面図、断面図が必要

とのお考えでしょうか。 

 

改修箇所の確認ができる範囲での

図面が必要と考えております。 

12 Ｐ18 

 

施設整備計画図面

集に関する説明 

 

図面はＡ３版に縮小とありますが、Ａ

１版を５０％縮小するものと考え、配

置図（1/1000～1/2000）、平面図、立

面図、断面図（1/400～1/600）の縮小

後の縮尺を図面に記入するというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

Ａ３版での縮尺を示しております。

なお、平面図・立面図・断面図につ

いては 1/400 としてください。 

13 Ｐ20 

18 号様式 

 

実施体制説明書 

 

業務の実施体制(職種・雇用形態・人

数を明示)とのことですが、維持管理

企業担当者及び各業務毎の協力業者

(１次委託会社)が決定していれば明

示するのでしょうか。それとも、各維

持管理業務を想定した予定体制でよ

いのでしょうか。 

 

事業者となった場合にとる実施体

制を、企業名・職種・雇用形態・人

数について可能な限り明示してく

ださい。 
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№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

14 Ｐ20 

18 号様式 

 

実施体制説明書 業務実施体制の職種・雇用形態・人数

を明示とのことですが、職種とは一般

的な組織上の職制または、技術者・技

能者・資格等具体的に分類するのでし

ょうか。 

 

可能な限り、技術者・技能者・資格

等具体的に分類してください。 

15 Ｐ20 

18 号様式 

 

実施体制説明書 業務実施体制の職種・雇用形態・人数

を明示とのことですが、雇用形態とは

正社員・嘱託社員・パート等に分類す

るのでよいのでしょうか。 

その場合は職種毎か全体の分類総数

でよいのでしょうか。 

 

可能な限り、正社員・嘱託社員・パ

ート等に分類し、職種毎に記載して

ください。 

16 Ｐ20 

18 号様式 

 

実施体制説明書 業務実施体制の職種・雇用形態・人数

を明示とのことですが、人数とは兼務

も含めた総人数でよいのでしょうか。

それとも、維持管理企業担当者及び常

駐者・定期作業者等詳細に想定した人

数の記載が必要なのでしょうか。 

 

兼務も含めた総人数でも構いませ

んが、兼務の状況がわかるように記

載してください。 

17 Ｐ22 

20 号様式 

 

修繕更新費 修繕更新費の内、改修施設の改修部以

外(残存施設)の修繕更新費及び残存

施設修繕更新費用は維持管理業務外

（資料 16）ですが、長期修繕計画書に

算出の必要があるのでしょうか。記入

する場合は改修施設については改修

部と残存施設と分割するのでしょう

か。 

また、残存施設修繕を算出のための建

築・設備(仕様・工事年度・個数等)の

詳細をご提示願います。 

 

資料 16 の改修部とは「直接の改修

部以外の部分を含む棟＝改修施設」

の意味ですので、改修施設の改修部

以外の修繕更新費などは業務範囲

内となります。また、残存施設の修

繕更新費用は維持管理業務外であ

り、記載の必要はありません。なお、

第 20 号様式から項目を削除いたし

ます。 

（資料 16 の「改修部」の表現を「改

修施設」に修正いたします。） 

18 Ｐ22 

20 号様式 

 

大規模修繕 長期修繕計画書の大規模修繕項目は

維持管理業務外（資料 16）ですが、提

案時に算出の必要があるのでしょう

か。 

記入する場合は、残存施設大規模修繕

算出に必要な建築・設備等(仕様・工

事年度・個数等)の詳細をご提示願い

ます。 

 

大規模修繕は事業範囲外ですが、改

築及び改修施設については算出し

てください。但し、残存施設は必要

ありません｡ 

19 Ｐ22 

20 号様式 

 

大規模修繕 大規模修繕の内、植栽・外構の費用は

今回の事業で新設及び改修した部分

の大規模修繕と考えてよろしいでし

ょうか。 

 

大規模修繕は想定しておりません

が、適切な修繕更新を提案してくだ

さい。 
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№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

20 Ｐ22 

20 号様式 

修繕更新費・大規模

修繕 

 

長期修繕計画書に記入する改修施設

（但し、改修部を除く）及び残存施設

の修繕更新費及び大規模修繕の時

期・工事費用について設備機器検査等

の詳細なデーター等もない中で正確

に算出するのは難しいと思います。今

回の長期修繕計画書の各工事内容の

精度はどの程度許容されるのでしょ

うか。(想定・確認できない事項の記

載漏れの扱いも含む) 

 

改修施設（＝改修部）及び残存施設

の修繕更新費については、回答 17

を参照してください。 

第 20 号様式 長期修繕計画書のう

ち、大規模修繕については参考とし

て扱います。 

21 Ｐ22 

20 号様式 

 

長期修繕計画書 表中の「当初工事費」は、それぞれの

項目毎の工事費を記入するというこ

とでしょうか。その場合、残存施設の

「当初工事費」及び「B/A」の記載方

法についてご教示下さい。 

 

当初工事費には項目毎に本業務に

おける工事費を記載してください。

残存施設については、回答 17 を参

照してください。 

22 Ｐ22 

20 号様式 

 

長期修繕計画書 本書式の項目欄に、「改修施設」との

名称で、複数行設定されそれぞれ内訳

を記載するようになっていますが、こ

の欄は、「改修施設Ａ棟」「改修施設Ｂ

棟」と記載するのでしょうか。あるい

は、「改修施設」「耐震改修施設」と記

載するのでしょうか。内訳に記載する

分類等をご教示お願いします。 

 

施設整備内訳書（第 16 号様式）の

直接工事費の項目と整合させてく

ださい。 

回答 7を参照してください。 

 

23 Ｐ22,23 

20,21 号様

式 

 

 

残存施設の修繕・更

新費 

残存施設の修繕更新費は、第２０号様

式・長期修繕計画及び第２１号様式・

維持管理費内訳書には記載するもの

の「資料１６ 整備対象施設維持管理

業務範囲」にある通り、残存施設の修

繕業務は業務範囲外であるので、サー

ビス購入料２の算出には加えないと

の解釈でよろしいのでしょうか？ 

 

回答 17 を参照してください。 

24 Ｐ23 

21 号様式 

 

維持管理内訳書 維持管理内訳書は事業期間中の総合

計金額と考えてよろしいでしょうか。

 

ご質問のとおりです。 

25 Ｐ23 

21 号様式 

 

維持管理内訳書 維持管理内訳書の内、安全管理、清

掃・衛生、備品等保守に修繕更新費項

目がありませんが、備品等更新費等が

ある場合追加してよろしいでしょう

か。 

 

募集要項に関する回答 21 を参照し

てください。 
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№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

26 Ｐ23 

21 号様式 

 

維持管理内訳書 維持管理内訳書の内、各項目にその他

の費目がありますがどのような費用

を分類し記入すればいいのでしょう

か。 

人件費・修繕更新費・諸経費への分

類が適切でないと応募者が考える

項目を記入してください。なお、人

件費・修繕更新費・諸経費のほか、

事業者が欄を追加してその他の費

用を使用しない場合には、削除をし

てください。 

 

27 Ｐ23 

21 号様式 

 

維持管理内訳書 維持管理内訳書の内、各項目に諸経費

の費目がありますがどのような費用

を分類し記入すればいいのでしょう

か。 

 

維持管理者の間接的経費や利益等

を記入してください。 

28 Ｐ23 

21 号様式 

 

維持管理内訳書 維持管理内訳書の内、各項目に内容・

算出根拠の欄がありますが、代表的な

事項のみを記載する方法でいいので

しょうか。 

金額の根拠として可能な限り具体

的に記載してください。なお、代表

的な事項を記載することにより、該

当する金額の大部分を説明するこ

ととなる場合は、ご質問のとおりで

す。 

 

29 Ｐ23 

21 号様式 

 

維持管理内訳書 維持管理内訳書＊１の橋北中・港中・

富田小の部分別内訳書―改修施設に

ついては資料１６に基づき、定期点検

及び修繕更新費は改修部のみ(残存施

設を除く)の費用と考えてよろしいで

しょうか。 

 

回答 17 を参照してください。 

30 Ｐ27 

 

一時支払金(実額)

の記載方法 

一時支払金の「実額」も事業者の提案

となるのか。 

事業者の提案にならない場合、予定額

合計3,264,752千円を記載するものと

考えてよいか。それとも、予定額合計

3,264,752 千円の消費税分を除いて記

載するのか。 

また、一時支払金の予定額のうち、補

助金額を対象校別に明示していただ

けますか。 

 

第２次募集要項 5.(1) 一時支払金

予定額3,264,752千円の消費税分を

除いて記載してください。 

 補助金額は不確定のためお知ら

せできませんが、事業種別により異

なるものの一時支払金に対して 1/2

ないし 1/3 が補助金額の予定です｡
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№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

31 Ｐ27 

25 号様式 

 

提案価格計算書 

 

備考４に「※３は第２１号様式に記載

する維持管理内訳書の４校の合計と

一致すること」とありますが、第２１

号様式には残存施設部分の修繕更新

費も含まれます。しかし、「資料１６

整備対象施設維持管理業務範囲」にあ

る通り、残存施設の修繕業務は業務範

囲外であるので、第２５号様式に記載

する数値は第２１号様式の単純な合

計値ではないと解釈しますが、いかが

でしょうか？  

 

残存施設の修繕更新は業務範囲外

であり、第 21 号様式に入れる必要

はありません。ただし、残存施設の

修繕更新以外の維持管理は業務範

囲に含まれるため、第 21 号様式に

入れる必要があります。 

32 Ｐ28 外部等借入その他

について 

外部等借入その他についての中には、

事業者からの劣後ローンの内容も記

載するのか。（Ｐ２９の劣後ローン記

載部分との関係を明確にして頂きた

く） 

第 26 号様式には、事業者からの劣

後ローンの内容も記載してくださ

い。 

第 27 号様式では、劣後ローンが資

金計画の安定性の確保に資する点

について記載してください。 

 

33 Ｐ28 外部等借入その他

について 

当該金融機関の「融資確約書」とあり

ますが、フォーム指定はしていただけ

ませんか。していただけ無い場合は、

記載すべき融資前提条件（金利、金額

等）の提示をお願いいたします。 

 

融資条件書と訂正します。 

34 Ｐ28 

26 号様式 

融資確約書 「融資確約書」とは、一般に金融機関

が発行する融資条件書でよろしいで

しょうか。又、事業者選定基準書Ｐ６

の表３「第二次提案書総合審査の評価

項目、評価の視点及び配点」内におい

ては「融資条件書」との記載がありま

すが、この記載と「融資確約書」の関

連をご教示ください。なお、優先交渉

権者に選定されていない状況におい

て、金融機関からの「確約書」の発行

は困難であると思料致します。 

 

回答 33 を参照してください。 

35 Ｐ30 

 

保険の付保 保険の付保の内容は金額を含むとさ

れていますが、この金額とは保険料で

はなく保険金額と理解してよろしい

でしょうか。 

 

内容について、金額とは保険金額で

す。 
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№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

36 Ｐ30 

28 号様式 

 

リスク管理方針 (意見等)第 28 様式に関し､A4、３枚以

内との枚数指定がされておりますが､

事業者側としましては､リスク管理方

針は PFI 事業における根幹であり､詳

細な検討の結果､事業に取り組むべき

ものであります｡リスクの考え方に関

しましては､各事業者独自の考え方が

色濃く反映されるものであり､A4 3

枚の制限では､事業者としての考え方

は明確に反映することが困難と思わ

れます｡枚数､サイズ指定の撤廃、もし

くは「A3、5 枚程度」との規定にてお

願いいたします｡ 

 

Ａ４、 ５枚以内に要点をまとめて

ください。 

 

37 Ｐ31 

 

市の収入 税収入

について 

「市の収入 税収入」は、四半期すべ

ての欄に記載するのか。それとも、実

際に納付する期のみに記載すると考

えて良いのか。 

 

第 30 号様式損益計算書および利益

処分計画で算出して税額の4分の１

を、四半期毎に記載してください。

38 Ｐ31 

 

市の収入 税収入

について 

法人住民税の税率 3.37％は、「第 30

号様式 長期収支計画書」に記載する

「課税損益」に対する税率と考えて良

いか。 

 

ご質問のとおりです。ただし、法人

住民税の税率 3.37％（標準税率適用

の場合）は、3.70％（四日市市の市

民税率適用の場合）に訂正すること

とします（第 29 号様式を訂正しま

す）。 

 

39 Ｐ31 

29 号様式 

法人住民税 「市税収について法人住民税のみを

対象とする」とありますが、ＳＰＣの

各事業年度予定課税所得に対する法

人住民税（３．３７％）を記載すると

考えてよろしいでしょうか。また、上

記において、ＳＰＣの法人登記簿上の

事業所所在地が四日市市内に存在し

ない場合は記載の必要はないと考え

てよろしいでしょうか。又、市税収の

多寡・有無が評価の対象となるのかど

うかにつきましてもご教示下さい。 

 

法人住民税の記載については、回答

38 を参照してください。 

第1次募集要項でＳＰＣは四日市市

内に設立するとしております。 

第 25 号様式に記載する「総合評価

に用いる金額」は市の税収入を差し

引く前の金額であり、評価の対象と

はなりません。 

40 Ｐ31 

29 号様式 

ライフサイクルコ

スト計算書 

「市のライフサイクルコスト」とは、

「市の支出」から「市の税収」を減じ

た（差し引いた）ものと考えてよろし

いでしょうか。また、「市の収入」・「税

収入」と記載がありますが、同じもの

と考えてよろしいでしょうか。 

 

ライフサイクルコストについては

ご質問のとおりです。 

「市の収入」・「税収入」は同一のも

のです。 
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№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

41 Ｐ32 

 

 

 

法人税について 「法人税」の税率は実効税率で算出す

ると考えて良いのか。法人税の税率に

ついても、法人住民税と同様に想定割

合を明示していただきたい。 

 

法人住民税を含み実効税率 41.20％

（四日市市の市民税率適用の場合）

で算出してください。 

42 Ｐ32 

30 号様式 

 

長期収支計画書 

 

(意見等) 

長期収支計画書作成時の会計基準の

統一をお願いしたく｡ 

通常弊社におきましては、割賦会計処

理は支払期限到来日基準を採用いた

しますが､会計基準の不整合は現在価

値換算､ＰＩＲＲ等の指標計算の際、

誤差が生じることと認識しておりま

す｡ 

 

第 30 号様式作成においては期限到

来日基準を使用してください。 

43 Ｐ32 

30 号様式 

年度扱いについて 

 

本様式において損益計算書・貸借対照

表・資金収支表が一体となったものが

求められていますが、各グループの基

準統一の為、以下の点についてご教示

ください。 

・貸借対照表に記載（例：Ｈ17/3）の

あるように、他表についても全て 4月

から翌年3月までの年度扱いと考えて

よろしいでしょうか。 

 

損益計算書、利益処分計画、資金収

支表については 4 月 1 日から翌年 3

月 31 日を会計年度とし、貸借対照

表については 3 月 31 日時点を記載

してください。 

44 Ｐ32 

30 号様式 

計上基準について 

 

本様式において損益計算書・貸借対照

表・資金収支表が一体となったものが

求められていますが、各グループの基

準統一の為、以下の点についてご教示

ください。 

計上基準は発生主義でしょうか、それ

とも現金主義でしょうか。 

（例えば、平成 18 年 1 月から 3 月ま

での維持管理業務のサービス対価は

平成 18 年 4 月に支払われますが、発

生主義に則り平成 17 年度に計上すべ

きでしょうか。それとも実際に事業者

が受領する平成 18 年度に計上すべき

でしょうか。 

同様にサービス購入料１（割賦代金

分）についてもご回答の程お願い致し

ます。 

 

各様式とも、発生主義で計上してく

ださい。 

なお、サービス購入料については回

答 42 を参照してください。 

また、一時支払金については、応募

者が提案する各供用開始予定日に

売上計上を行ってください。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

45 Ｐ32 

30 号様式 

税務調整 「税務調整」とは、どのようなことを

想定されていますでしょうか。具体的

な内容がございましたら明記の程、よ

ろしくお願い致します。 

 

繰越損失等の税額調整、当期利益か

ら課税損益の算出過程を記載して

ください。 

46 Ｐ32 

30 号様式 

法人税 「法人税」の欄に、「法人住民税＝市

税」との記載がありますが、他の法人

税があれば、その内訳を別々に記載す

べきでしょうか。それとも一行に纏め

て記載してよろしいのでしょうか。ご

教示ください。 

 

第 30 号様式の「法人税」欄には、

法人住民税を含む法人税の総額を

記載し、その下の「（うち法人市民

税＝市税）」欄には、法人市民税の

みを記載してください。 

47 Ｐ33 

31 号様式 

サービス購入料１

計算書 

「年利：   」の右側に空欄がある

ように見受けられますが、ここに上記

の「基準金利＋スプレッド」を記載す

ればよろしいのでしょうか。 

 

ご質問のとおりです。 

48 Ｐ34 

32 号様式 

 

協力企業名簿 「協力企業」の定義は第一次募集要項

に記載されている定義と同じという

理解で宜しいでしょうか。 

 

ご質問のとおりです。 

49 Ｐ34 

32 号様式 

 

協力企業名簿 当名簿は、評価項目及び評価の視点の

どこに対応するのかお教え下さい。 

 

 

第１次提案時から追加された協力

企業を把握するために本様式を設

けており、評価項目とは対応してお

りません。 
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要求水準書に関する質問 

 

整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

１ Ｐ10 

６（３） 

機械警備設備 一体的に管理できるようにするとい

うのは、職員室もしくは事業者管理室

にて一括操作できるようにすると解

釈してよろしいでしょうか。 

 

 

最終退出口である管理用出入口（職

員玄関など）と考えておりますが、

システム操作上支障が無ければ、職

員室もしくは事業者管理室でも可

とします。 

２ Ｐ10 

６（３） 

機械警備設備 主要な諸室の警備ＯＮ／ＯＦＦは諸

室ごとに職員室もしくは事業者管理

室にてＯＮ／ＯＦＦできるようにす

るお考えでしょうか。それとも職員室

もしくは事業者管理室にて主要な諸

室の全室を一括警備ＯＮ／ＯＦＦで

きるようにお考えでしょうか。 

 

対象施設の内、「職員室」と「その

他の諸室」は利用時間帯が異なるこ

とが想定されるため別回路として

ください。その他の諸室については

一括警備ＯＮ／ＯＦＦは可能です。

３ Ｐ11 

６（３） 

 

監視カメラ設備 監視カメラ受像モニターの設置場所

が職員室か管理室になった場合、管理

員または教職員がリアルタイムに監

視できませんが、よろしいでしょう

か。 

また、管理室に設置した場合、管理員

が巡視等の業務時間が長く、長時間リ

アルタイムに監視できなくても、要求

水準書(案)整理Ｎｏ30 のとおり録画

していれば要求水準を満たしている

と考えてよろしいですか。 

 

ご質問のとおりです。 

４ Ｐ12 

６（４）イ 

地域開放ゾーン 地域開放ゾーンの利用方法は、団体登

録制の下での運営利用（使用責任）で、

管理責任は市教育委員会に帰属と考

えてよろしいですか。 

 

ご質問のとおりですが、事業者の業

務範囲で起因するものは事業者責

任となります。 

５ Ｐ12 

６（４）イ 

 

地域開放ゾーン 地域開放ゾーン使用時の安全管理業

務は監視カメラによる受像録画及び

施錠確認が要求水準における安全業

務範囲と考えてよろしいでしょうか。

（１次質問回答Ｎｏ52・209・226 の回

答確認） 

 

ご質問の業務を含めて要求水準書

の安全管理業務を参照してくださ

い。 

６ Ｐ14 

６(６)ウ 

諸室別必要設備 休憩室空調設備の保守(フィルター清

掃含む)・機器の修繕は事業者側でし

ょうか。 

 

ご質問のとおりです。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

７ Ｐ17,18 

７（２） 

瑕疵担保 特定事業仮契約書（案）質問回答集の

Ｎo.28 において、「事業者負担とされ

る場合は、予め事業者が知り得る瑕疵

に関する増加費用であり、そのような

瑕疵については予め事業者で入札価

格に見積もって下さい。」との記載が

ありますが、①3 グループ間で入札時

の条件にばらつきが発生する可能性

が大であること②構造部に対する瑕

疵を見積もることは非常に困難であ

ること③改修後数年経過した後に元

施工の瑕疵が判明する場合も考えら

れること、等により、改修及び既存施

設に対する瑕疵担保につきましては、

事業者負担から除外頂きたくお願い

申し上げます。 

 

改修施設の瑕疵に関する回答は、10

月 31 日に公表した基本協定書（案）

及び特定事業仮契約書（案）に関す

る質問回答公表時に、併せて公表す

ることとします。 

なお、「図面等の参考図書の確認」

及び「現地状況の目視による確認」

によって提案書提出前に知り得た

範囲の瑕疵、並びに改修工事の経験

上見込むべき補修・調整工事の費用

については、提案価格に見積もって

頂きたいと考えております。 

 

８ Ｐ17 

７（２） 

一般改修 屋上防水は全面撤去の上、再度防水工

事を行うとのことですが、塗膜防水が

施されている部分についても全面撤

去の上、再度防水工事を行うとの解釈

でよろしいのでしょうか。防水性能を

確保できるのであれば、撤去をしない

方法も可能なのでしょうか？ 

 

平成 15年 8月 26日公表の要求水準

書（案）に関する質問回答集 No.69

を参照してください。 

９ Ｐ17 

７（２） 

一般改修 富田小学校の屋内運動場の外壁と屋

根の改修履歴をご開示いただけます

でしょうか？ 

 

改修はしておりません。 

10 Ｐ20 

７（４） 

仮 設 に 対 す る 企

画・設計業務 

仮設校舎の空調設備は全ての部屋に

設置と考えてよろしいでしょうか。 

 

廊下、便所、倉庫を除いて設置の対

象とします。 

11 Ｐ20 

７（４） 

仮 設 に 対 す る 企

画・設計業務 

仮設校舎の設備仕様について、要求水

準書（案）に関する質問回答集Ｎｏ.

９０では「現状校舎と同等」、同Ｎｏ.

９１では「現状校舎に加え空調設備を

考えている」とありますが、どちらが

正しいのでしょうか？ 

 

回答 10 を参照してください。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

12 Ｐ20 

７（４） 

仮 設 に 対 す る 企

画・設計業務 

仮設校舎の設備仕様について、要求水

準書（案）に関する質問回答集Ｎｏ．

９１に「現状校舎に加え空調設備を考

えている」とありますが、これは要求

水準に準ずる市からの要求事項であ

るとの解釈でよろしいのでしょう

か？ 

また、仮設校舎の空調設備は、「資料

１３ 必要機能・什器備品リスト」を

参照して改築或いは改修校舎に準じ

るものを整備するとの解釈でよろし

いのでしょうか？ 

 

回答 10 を参照してください。 

13 Ｐ21 

２ 

業務範囲 不要となる什器備品等の廃棄につい

て、要求水準書（案）に関する質問回

答集のＮｏ．９５に「どのようなもの

がどの程度の量が廃棄されるのかは

現時点では想定できていない」とのこ

とですが、廃棄するものとその量は想

定できましたでしょうか？ 

まだ想定できていない場合でも、応募

者が定量化できるよう、是非とも市に

て規定していただいたうえ、ご開示く

ださい。 

 

現段階でも確かなことは想定でき

ませんが、 

・南中学校、港中学校では 

10ｔ車 各 15 台 

（埋立て 10,リサイクル 5） 

・橋北中学校、富田小学校では 

10ｔ車 各 5 台 

（埋立て 3,リサイクル 2） 

として提案してください。 

 

14 Ｐ22 

４（１） 

市が実施する近隣

説明 

「市が実施する近隣説明等に起因す

る遅延については、市の責とする。」

とありますが、「工事着工後も市が実

施した近隣説明等に起因し発生した

トラブル等については市の責である」

と考えてよろしいでしょうか。 

 

ご質問のとおりです。ただし、説明

で用いる資料などで、事業者側の作

成によるもの（施工計画など）はト

ラブルに発展しないものを望んで

おります。 

 

15 Ｐ28 

３（２）イ 

業務担当者 業務従事者であることを容易に識別

できるとは名札装着のほか、一瞥で確

認できる制服の着用が必要なのでし

ょうか。 

 

ご質問のとおりです。（制服・作業

服など） 

16 Ｐ28 

 

 業務従事者及び清掃作業者等が職員

トイレ及び湯沸し室等学校施設使用

して良いのでしょうか。 

 

提案での諸室配置によって使用は

可能です｡ 

 

17 Ｐ27 

３ 

業務の実施 地域開放時間帯において常駐管理者

が日常点検及び清掃等の作業を実施

してもよろしいでしょうか。（監視モ

ニター録画状態が前提） 

 

開放時間中の大半を業務にあてる

ことでなければ可能です｡ 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

18 Ｐ27 

３ 

業務の実施 授業等に支障がなければ、開校時間内

に保守点検・日常清掃等の作業を実施

してもよろしいでしょうか。 

 

ご質問のとおりです。 

19 Ｐ30 

３（６） 

更新 「劣化した部位、部材あるいは機器を

新しいものに取り替えること。」とあ

りますがが、「設備機器の取替…（例）

空調機のコンプレッサー等の異常に

よる取替」は、更新に該当するのです

かそれとも大規模修繕となるのでし

ょうか。 

 

更新と考えております。 

20 Ｐ30 

３（６） 

大規模修繕 「（電気設備） 全体をまとめて部品

交換または取替えを行う修繕」とあり

ますが、 

全体をまとめての部品交換とはどの

ような場合を言うのでしょうかご教

示下さい。 

例えば、修理が不可能な照明器具を取

り替える場合は、大規模修繕に該当す

るのでしょうか。 

 

平成 15年 8月 26日公表の要求水準

書（案）に関する質問回答集

No.127・130 を参照してください。

21 Ｐ30 

３（６） 

大規模修繕 「（機械設備） 機器、配管の全面的

な更新を行う修繕」とありますが、１

系統の空調機（ＰＡＣ）が修理不能で

取替えを要する場合は、大規模修繕に

該当するのでしょうか。 

 

更新と考えております。 

22 Ｐ31 

２（２） 

 

定期保守点検業務 資料１６維持管理業務範囲・残存施設

の建築物・建築設備定期保守点検業務

は業務範囲外ですが、残存施設・改修

施設(但し、改修部除く)のすべての部

品交換・検査等の費用は市側負担でよ

ろしいですか。 

 

「改修部」の意味については「様式

集に関する質問」の回答 17 を参照

してください。また、残存施設につ

いては日常保守点検は業務範囲内

のため「異常を感じたときの正常化

に向けた措置」（小規模な補修・修

繕）は行ってください。 

 

23 Ｐ31 

２（２） 

定期保守点検業務 資料１６維持管理業務範囲・残存施設

の建築物・建築設備定期保守点検業務

は業務範囲外ですが、第 1次質問回答

Ｎｏ278 で各施設とも一律となる保守

点検を遂行となっております。残存施

設の定期保守点検業務及び費用はど

ちらの負担になるのでしょうか。 

もし、残存施設の定期保守点検業務を

事業者が行う場合、建築・設備内容(仕

様・個数等)の詳細をご提示願います。

 

回答 22 を参照してください。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

24 Ｐ31 

２（３） 

 

クレーム対応 第１次質問回答書整理Ｎｏ134 質疑の

確認について 

クレーム対応責任者として学校側担

当者を定めるとのことですが、学校担

当者は各学校に常駐する教師等と考

えてよろしいですか。 

 

ご質問のとおりです。 

25 Ｐ31 

２（３） 

 

クレーム対応 特定事業仮契約書(案)第 49 条近隣対

策の確認について 

事業者は自己の責任と費用において

維持管理に関して合理的に要求され

る範囲の近隣対策を実施するとのこ

とですが、例えば自治会・町内会等の

加入が要望された場合、市側の負担と

考えてよろしいでしょうか。 

 

そのようなことがあれば市で対応

します。 

26 Ｐ36 

２（２） 

 

剪定業務 剪定業務で発生したゴミ処理費は事

業者負担となるのでしょうか。 

その場合、マニュフェスト(産業廃棄

物管理票)も必要でしょうか。 

 

ご質問のとおりです。 

27 Ｐ36 

２（５） 

 

除草業務 除草業務で発生したゴミ処理費は事

業者負担となるのでしょうか。 

その場合、マニュフェスト(産業廃棄

物管理票)も必要でしょうか。 

 

ご質問のとおりです。 

28 Ｐ36 

２（６） 

除雪業務 「降雪時に必要とあれば…」とありま

すが、対象範囲はどこまでを言うので

しょうか。グランドを含めた校内全体

が対象となるのでしょうか。または、

校門から校舎までのアクセス範囲だ

けを対象としているのでしょうか。 

 

平成 15年 8月 26日公表の要求水準

書(案)に関する質問回答集№157 を

参照してください。 

29 Ｐ37,38 

３（１） 

グラウンド 「雑草、苔、異質な植物が無いこと」

ありますが、生徒･児童に清掃、草取

りはさせないのでしょうか。 

 

日常的には行っておりません。 

30 Ｐ37,38 

３（４） 

コ ン ク リ ー ト 表

面・舗装等 

「コンクリート表面・舗装等は適切に

保たれ雑草、苔、・・・・いかなる植

物及び残物がないこと」ありますが、

生徒･児童に清掃、草取りはさせない

のでしょうか。 

 

日常的には行っておりません。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

31 Ｐ39 

２（２）オ 

設備定期清掃業務 第 1 次質問回答書Ｎｏ188 で屋外雨水

排水管の清掃も業務範囲となってお

りますが、残存施設について図面等で

確認できない部分については、市側の

負担と考えてよろしいですか。 

 

残存施設についても業務範囲とし

ます。 

32 Ｐ41 

２（３） 

一般管理業務 公文書等の送達及び受領業務とは具

体的にどのような業務ですか。 

また、業務頻度もご提示願います。 

 

学校と教育委員会等の連絡文書の

収受（学校が存する地区市民センタ

ーでの収受）で、午前と午後の１日

２回程度の頻度です。 

 

33 Ｐ41 

２（３） 

一般管理業務 官公庁その他指示されたところへの

用務の伝達並びに物品の送達及び受

領業務とは具体的にどのような業務

ですか。 

また、業務頻度並びに交通費等の負担

についてもご提示願います。 

 

学校での指示により記載の業務を

行うこととなるが、頻度としては少

ないのが現状です｡ 

34 Ｐ41 

２（１） 

 

防犯警戒業務 地域開放施設の鍵の受け渡し及び戸

締り管理は原則、教育委員会で行うと

考えてよろしいですか。 

（１次質問回答Ｎｏ52・209・226 の回

答確認） 

 

資料 16 付属に示した「事業者業務

従事時間」内は事業者側となりま

す。 

 

35 Ｐ41 

２（１） 

防犯警戒業務 「校舎の戸締りおよび門扉の開閉を

行う」とありますが、クラブ活動等で

早朝利用の場合は、資料 16 附属に記

載されている活動時間と事業者業務

従事時間とにずれが生じていますが、

事業者業務従事時間内で行えばよい

と考えてよいのでしょうか。 

また、学校開放等で最終退校者が

21:00 以降になる場合は、最終確認ま

で対応が必要と考えなければいけな

いのでしょうか。その際、事業者業務

従事時間以外の業務が発生した場合

は別途請求が可能なのでしょうか。 

 

あくまで「事業者業務従事時間内」

と考えております。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

36 Ｐ43 

２（２） 

保守点検及び更新

業務 

「不具合の生じた備品については正

常化に向けた処置を行う」とあります

が、不具合の生じている備品の判断基

準・方法につきましてご教示くださ

い。また、処置に伴う費用は市の負担

と考えてよろしいでしょうか。 

 

現時点で判断基準はありませんが、

備品としての機能を有しない場合

及び安全性に支障がある場合など

を考えております。また、方法とし

ては学校側担当者との協議としま

す。 

費用負担については、要求水準書

（案）に関する質問回答集 No.236・

237 を参照してください。 

 

37 Ｐ43 

２（２） 

保守点検及び更新

業務 

「不具合の生じた備品については正

常化に向けた処置を行う」経常修繕計

画に応じ、更新等」とありますが、故

意あるいは学校関係者の過失とおも

われることにより発生した不具合に

ついては、市の負担と考えてよいでし

ょうか。 

また、故意あるいは学校関係者の過失

か否かの判断はどのようにするので

しょうか。ご教示お願いします。 

 

回答 36 を参照してください。 

また、判断は学校関係者からの状況

報告をうけて市が行います｡ 

38 Ｐ43 

２（１） 

什器・備品等引越業

務 

什器・備品等のリストを明示いただか

ないと応募者側としては適切な見積

ができません。ぜひとも明示していた

だきたいのでよろしくお願いいたし

ます。なお、整備対象施設においての

みならず、仮設校舎を使用する場合に

も引越しについての見積が必要とな

ります。 

定量化できるリスト或いはそれに匹

敵する資料を何卒市にて規定の上ご

提示願います。 

 

備品等の一部仕様等と併せて、参考

までに過去の実績を踏まえた市と

しての主要諸室の小中学校標準図

を別途示しますが、基本的には工事

に関連するものを事業範囲として

おりますので、要求水準書資料編１

３の什器・備品リストを参照のうえ

提案してください。また、仮設への

引越し等について、現時点では確か

なことは想定できませんが、条件的

なものを別途示します。何れも１１

月２１日までには提示します。 

 

39 資料編 

Ｐ４ 

整備対象範囲図 南中学校の格技場西南側の既設駐輪

場の一部が図示されておりませんが、

改築対象と考えてよろしいでしょう

か。 

 

建物配置、土地利用計画によっては

改築対象としてください。 

40 資料編 

Ｐ111-1 

 

仮設・解体工事 仮設施設を設置し、引越完了後に解体

着手となる為、仮設施設の設置は特定

事業仮契約書（案）第２０条の２・１

『本件工事の着手に先立って～設置

し』でよろしいでしょうか。 

＊要求水準書（案）に関する質問回答

集 整理№98 

 

ご質問のとおりです。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

41 資料編 

Ｐ111-1 

 

児童・生徒の移動 児童・生徒の移動は、改築・改修工事

完成後、仮設解体・外構工事着手前に

可能ですか。 

 

ご質問のとおりです。 

42 資料編 

Ｐ111-1 

 

完成確認期限 各工事の矢印の最後が供用開始予定

日とすると、南中学校の第 1 期工事で

ある体育施設改築整備工事の完成確

認期限はいつですか。 

 

平成 18 年 3月 31 日です。 

43 資料編 

Ｐ111 

整備対象施設整備

業務範囲 

富田小、特別教室棟は耐震改修ではあ

りませんが、耐震診断報告書がござい

ましたら閲覧購入させていただきた

いのですが、いかがでしょうか。 

 

希望により有償配布をします。 

44 資料編 

Ｐ111 

整備対象施設整備

業務範囲 

港中体育館の耐震改修時に既設照明

器具は、撤去仮置きの上復旧と考えて

よろしいでしょうか。 

 

撤去の上、新設としてください。 

45 資料編 

Ｐ111 

整備対象施設整備

業務範囲 

整備業務範囲として、新たに「地質調

査」が追加されていますが、調査範囲

や調査内容については事業者の提案

によるという理解で宜しいでしょう

か。 

 

ご質問のとおりです。設計・建設に

対して必要となる調査を行なって

ください。 

46 資料編 

Ｐ112 

整備対象施設の要

求諸室 

特別活動室の具体的な使い方をお示

し下さい。 

 

生徒会・児童会活動や校内行事の準

備等に利用します。 

47 資料編 

Ｐ 112 ～

116 

整備対象施設の要

求諸室 

多機能で変化に対応し得る弾力的な

施設整備とし、ゾーニング・動線計画

上の問題が解決している場合、類似し

ていると考えられる諸室について兼

用するご提案は可能でしょうか。 

 

事業者側の提案によります。教育施

設としてより良い提案を期待して

おります。 

48 資料編 

Ｐ117 

 

ＬＡＮ設備 ＬＡＮ設備の欄に、図書室 1台、コン

ピュータ室 42 台、職員室 5～8台と記

載されていますが、情報コンセントを

台数分整備すると考えてよろしいで

すか。また、同欄の△印は、配管のみ

の対応と考えてよろしいですか。 

 

平成 15年 8月 26日公表の要求水準

書(案)に関する質問回答集の№21

を参照してください。ただし、将来

を見据えて､より良い提案があれば

お示しください。 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

49 資料編 

Ｐ155-1 

各施設の利用概要

（予定） 

 

事業者業務従事のコスト削減の観点

から、施設利用者がいない（予約が無

い）場合は、事業者の従事は無くても

良いというお考えですか。 

（四日市市の施設開放に関する規則

第８条では「学校施設を利用しようと

する者学校施設利用許可申請書を利

用日の属する月の前日２０日までに

教育委員会に提出しなければならな

い」とあり、前月２０日までには次月

の従事日程が決まることになると思

われます。） 

 

ご質問のとおりです。 

50 資料編 

Ｐ157 

 

関連法定点検一覧 学校環境衛生の基準(資料１７関連法

定点検一覧５)で市が実施する環境衛

生項目は維持管理事業者側での点検

は不要と考えてよろしいですか。 

 

ご質問のとおりです。 

 

51 資料編 

Ｐ158,159 

給食室備品リスト 炊飯に関して 

・洗米及び炊飯器がありませんが、食

缶で運んでくるのでしょうか。ま

た、保温の必要ありませんか。 

・返却するとき、洗浄する必要はあり

ますか。 

 

保温コンテナ､保温食缶で搬入され

ます。返却時の洗浄は必要ありませ

ん｡ 

52 資料編 

Ｐ158,159 

給食室備品リスト 21 学級、800 食/日に対応可能であれ

ば、資料-19「給食室備品リスト」に

示されえている機器台数について、提

案者側で判断し、増減してもよろしい

でしょうか。 

 

ご質問のとおり提案は可能です｡ 

53 資料編 

Ｐ158,159 

給食室備品リスト 残飯の処理は現在どのようにされて

いるか、ご教示ください。 

 

市清掃事業所で回収の上、堆肥化し

ております。 

54 資料編 

Ｐ158,159 

給食室備品リスト スチームコンベクションは、カートと

考えてよろしいでしょうか。 

 

カートでも軽いものとしてくださ

い。 

55 資料編 

Ｐ158,159 

給食室備品リスト 移設品の整備・点検等の費用負担につ

いてどのようにお考えでしょうか。 

 

事業者負担として提案してくださ

い。 

56 資料編 

Ｐ158,159 

給食室備品リスト 回転釜内側の材質は、全て鋳鉄製と考

えてよろしいでしょうか。 

 

１台はアルミ製としてください。 
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質問回答集に関する質問 

 

整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

１ 第 一 次 募

集要項 

№102 

 国有地との境界が明確でないので、国

との協議は市にて行うとのことです

が、その協議はいつまでに終了するの

でしょうか？ 

本件に関する協議の終了、未終了は２

次提案には影響はないものと考えて

よろしいのでしょうか？ 

 

本件に関する協議の終了、未終了は

２次提案には影響はありません。ま

た、協議は平成 16 年 5 月までには

終了予定です。 

２ 第 一 次 募

集要項 

№177 

 

保険証書の写し 市が付保する保険はいつ公表される

のでしょうか。 

市が付保する保険は、建物総合損害

共済（全国市有物件共済会）、学校

災害賠償補償保険（全国市長会）で

す。 

 

３ 第 一 次 募

集要項 

№177 

 火災保険を含め市が付保する保険を

第２次募集要項等で公表するとのこ

とですが、いつの時点でご開示いただ

けるのでしょうか？ 

 

回答 2を参照ください。 

４ 第 一 次 募

集要項 

№187 

事業者の業務日数 事業者の業務時間は、原則の回答を頂

いていますが、詳細が明示されていま

せん。通常の公共施設等においても、

週 1回程度の全休や年末・年始等にお

いても数日間の全休日があると考え

られます。開校予定日の日数について

本対象施設については年間の実務日

数が365日に対し何日となるのかご提

示ください。 

 

原則として通年（年末・年始を除く）

としますが、休日等で開放施設の利

用予定のない日に業務従事の必要

はありません。 

５ 要 求 水 準

書（案） 

№132 

 

日常（巡視）保守点

検業務 

日常管理者については常駐管理を想

定されていますが、常駐管理と同様の

水準を確保した常駐者を置かない提

案は失格事項となりますか。 

 

常駐管理としてください。 

６ 要 求 水 準

書（案） 

№219 

 

防犯警戒業務 「当面は開放の対象が地域の団体の

ため」とされていますが、将来的に開

放の対象を拡大することを考えてお

られますか。 

 

状況の変化に応じて検討が必要か

と考えております｡ 
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整理 

№ 
質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

７ 事 業 者 選

定基準書 

Ｐ６～７ 

改修工事 「改修工事」に対する明確な評価の視

点は、どの評価項目に該当するのでし

ょうか。改修工事の範囲を広く提案す

ればする程、提案金額は大きくなり、

価格評価としては不利に働くことと

なりますが、改修工事は本事業におい

て重要なポイントであり、明確な提案

書式・表現方法・評価基準の策定が必

要であると思料致します。これらの点

に関する市の考え方をご教示くださ

い。 

 

「改修施設の設計、建設、維持管理」

に関する提案事項については、事業

者選定基準書の表 3の「２ 施設整

備」と「３ 維持管理業務」におけ

る全ての「評価の視点」で評価いた

します。また、施設整備と維持管理

業務の配点合計 46 点の１割に相当

する 4.6 点を「改修施設の設計、建

設、維持管理」に関する提案に対し

て配分いたします。改修施設の設

計、建設、維持管理に関する提案事

項は、第 5～21 号様式のうち該当す

る様式に表現してください。 

 

 


